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「岐阜県社会福祉審議会」の委員を公募します 

 
県では、社会福祉に関する事項を調査審議するため、社会福祉法に基づき岐阜県社会福祉審議会

を設置しております。 

このたび、広く県民の皆様の御意見をお聞きし、福祉行政に反映させていくため、下記のとおり

審議会委員を公募します。 

 

記 

  

１ 募集人数 

２名程度 

 

２ 委員の任務等  

随時開催される審議会へ出席し、議題に関して意見・提言等を述べていただきます。 

※審議会は、法定の調査審議事項がある場合に開催します。（平日の開催となります。） 

※出席に応じ、県の規定に基づき報償費及び旅費を支給します。 

 

３ 応募資格 

次の要件をすべて満たす方 

 （１）県内に居住又は通勤・通学する方 

 （２）令和８年７月１日現在で満１８歳以上である方 

   （３）国、地方公共団体の議員及び常勤の公務員でない方 

 

 ４ 委員の任期 

令和８年７月１日から令和１１年６月３０日まで（３年間） 

 

５ 応募方法 

次の書類を、郵送、FAX又はメールにより提出してください。 

なお、提出いただいた書類（応募書、履歴書及びレポート）については返却しません。 

（１）「岐阜県社会福祉審議会」公募委員応募書（所定様式） 

※応募書は、下記ＵＲＬからダウンロードしていただくか、下記８「問い合わせ先」 

までご連絡下さい。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/494167.html（岐阜県ホームページ） 

または 

岐阜県ホームページ検索画面で、社会福祉審議会公募で 検索  

（２）履歴書 

   （３）レポート（テーマ「岐阜県における社会福祉の今後のあり方」） 

※８００字以上１，２００字以内。様式は任意です。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/61606.html


  

６ 募集期間 

令和８年４月２３日（木）から５月２９日（金）まで（郵送の場合は、当日消印有効）      

 

７ 選考方法 

・令和８年６月に選考を行います。 

・選考は書類審査のみとし、面接は行いません。 

・選考結果は本人にお知らせするとともに、委員に選出された方の氏名を岐阜県ホームページ 

において公表します。 

 

８ 書類の提出先及び問い合わせ先 

  郵 送：〒500-8570（住所地の記載不要）岐阜県 健康福祉部 健康福祉政策課 政策企画係 

  電 話：058-272-1111（代表）内線：3218 

      058-272-8257（直通） 

ＦＡＸ：058-278-2620 

  メール：c11221@pref.gifu.lg.jp 

※メールで応募される場合は、件名を「社会福祉審議会公募」としてください。 

mailto:c11221@pref.gifu.lg.jp

